
市内に本店を有する中
業事業者または中小企
業団体であるか？

はい

男性従業員及び女性
従業員をそれぞれ雇
用しているか？

はい

その他別紙（P.2）の
要件を満たすか

はい

年度内に事業が完了す
るか？

はい

他の公的な補助金は受
けていないか？

はい

ハード環境整備は①へ

ソフト環境整備は②へ

いいえ

本制度はご利用いただ
けません。

いいえ

本制度はご利用いただ
けません。いいえ

本制度はご利用いただ
けません。いいえ

本制度はご利用いただ
けません。

いいえ

本制度はご利用いただ
けません。

ハード・ソフト環境整備共通事項
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• (１) 本市に納付すべき市税（市⺠税、固定資産税、軽⾃動⾞税、市たばこ税及び鉱産税をい
う。）を滞納している者

• (２) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）第２条第１項
に規定する風俗営業、同条第５項に規定する性風俗関連特殊営業及び同条第13項に規定する接客業
務受託営業に該当する事業を営む者

• (３) 統計法（平成19年法律第53号）第２条第９項に規定する統計基準である日 本標準産業分類
に規定する、小分類766のバー、キャバレー、ナイトクラブに該当する事業を営む者

• (４) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第６号に規
定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）が役員となっている者

• (５) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴力団又は暴力団
員と密接な関係を有する者

• (６) その他市⻑が適当でないと認めた者

別紙
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市内の対象建物におい
て、従業員用設備（男
性従業員、女性従業員
がそれぞれ専用に使用
するためのトイレ、更
衣室及び休憩室をいう。
以下同じ。）を設置す
る工事及び改修に要す
る経費※２であるか？

はい

既存設備の更新（リ
フォーム等）、備品の
購入及び事務所、工場、
店舗等の建築・建て替
えに係る従業員用設備
の工事ではないか？

はい

従業員が常時作業する
場所と同一敷地内にあ
る施設の改修である

か？

はい

工事見積書の写し（２
社以上）について、市
内に本店（個人につい
ては住所）を有する中
小事業者等に依頼して

いるか？

はい
トイレ整備は①-１へ

更衣室・休憩室は①-２へ

いいえ

本制度はご利用いただ
けません。

いいえ

本制度はご利用いただ
けません。

いいえ

本制度はご利用いただ
けません。

いいえ

本制度はご利用いただ
けません。

①ハード環境整備共通事項
ハード・ソフト環境整備共通事項を先に確認してください
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※２ 自社施工の場合は下請け発注部分を対象とすること
は可能だが、２社以上の見積もりや領収書など必要書類の
提出ができる場合に限る。



男女共用トイレを
男性専用・女性専
用に分ける改修、
和式から洋式への
改修、トイレが不
足する場合の増設

であるか？

（男性用小便器の
みの改修は対象外

です）

はい

顧客が使用するス
ペースのトイレの
工事費用ではない

か？

はい

顧客が使用するエ
リアがある場合、
同等の男女別トイ
レが整備されてい

るか？

はい

改修後、敷地内共
用トイレが残って
しまわないか？

はい

対象となる改修に
付属する工事※１
のみの申請ではな

いか？

はい

相談シートをご記
入のうえ、担当窓
口までご連絡くだ

さい。

いいえ

本制度はご利用い
ただけませんいいえ

本制度はご利用い
ただけません。

いいえ

本制度はご利用い
ただけません。

いいえ

本制度はご利用い
ただけません。

いいえ

本制度はご利用い
ただけません。

①-１ハード環境整備（トイレ）
①ハード環境整備共通事項を先に確認してください

※１ 音姫、手洗い器、手すり、トイレクリーナー
（壁付け）などトイレに必要な機能として
認められるもので他の施設への流用できないもの
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男女共用更衣室、休憩室
を男性専用・女性専用に
分ける改修、更衣室、休
憩室が不足する場合の増

設であるか？

はい

改修予定箇所は更衣室、休
憩室、その他居室として使

用されていたか？

はい

既存の更衣室、休憩室を
更新（リフォーム等）す
るための工事費用ではな

いか？

〇パーテーションの作
成・電気工事・換気扇工
事など新たにスペースを

設置するもの

×天井・床の張替え工事、
備品にあたるもの

はい

更衣室、休憩室のエアコ
ンの購入・設置費用等が
含まれていないか？含ま
れている場合は見積もり
を分けることができる

か？

はい

相談シートをご記入のうえ、
担当窓口までご連絡くださ

い。

いいえ

本制度はご利用いただけま
せん。

いいえ

本制度はご利用いただけま
せん。

いいえ

更衣室、休憩室のエアコ
ンの購入・設置費用等が
含まれていないか？含ま
れている場合は見積もり
を分けることができる

か？

はい

相談シートをご記入のうえ、
担当窓口までご連絡くださ

い。

いいえ

本制度はご利用いただけま
せん。

いいえ

本制度はご利用いただけま
せん。

①-２ハード環境整備（更衣室・休憩室）
①ハード環境整備共通事項を先に確認してください
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就業規則の作成・見直
しのための社会保険労
務士への委託料である

か？

はい

全ての規則で法令を遵
守し、一部で法令を上
回る整備をおこなって

いるか？

はい

顧問契約をしている社
会保険労務士への報酬
（対象経費のみ別途契
約可能な場合は可）で

はないか？

はい

社会保険労務士以外へ
の委託、相談料（弁護
士等の助言を受けてご
⾃身で作成される場合
の相談料など）ではな

いか？

はい

相談シートをご記入の
うえ、担当窓口までご

連絡ください。

いいえ

本制度はご利用いただ
けません。

いいえ

本制度はご利用いただ
けません。

いいえ

本制度はご利用いただ
けません。

いいえ

本制度はご利用いただ
けません。

②ソフト環境整備共通事項
ハード・ソフト環境整備共通事項を先に確認してください
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